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①社会保険加入対策の概要と加入状況等

②未加入企業に対し建設業の許可・更新
を認めない仕組みの検討状況

③法定福利費の確保

④建設業団体や地域における積極的な取組

⑤その他
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これまでの主な取組

建設業における社会保険加入対策の概要

関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある

中央建設業審議会 「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言） 」 （平成２４年３月）

○ 建設業社会保険推進連絡協議会の設置 （H24.5設置、H29.5改組）

・建設業関係団体等８４団体、学識経験者、行政（国交省、厚労省）により構成

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 経営事項審査における減点幅の拡大等 （H24.7～）

・未加入企業に対する減点幅の拡大（H24.7～）、減点措置の厳格化（Ｗ点の下限
値をゼロからマイナスへ見直し）（H30.4～）

○ 許可更新時等の確認・指導 （H24.11～）

・許可更新・経審・立入検査時に保険加入状況を確認・指導
・立入検査時には元請企業の下請企業への指導状況も確認
・未加入の企業は保険担当部局に通報

２．行政によるチェック・指導

○ 下請指導ガイドライン（課長通知）の制定 （H24.11～）

・元請企業は、下請企業や作業員の保険加入状況を確認・指導
・遅くとも平成２９年度以降は、
①未加入企業を下請企業に選定しない
②適切な保険に未加入の作業員は特段の理由が無い限り現場入場を認めない

との取扱いとすべき

５．社会保険加入に係る建設企業の取組指針の制定・浸透

○ 直轄工事の予定価格への反映（H24.4～）

・事業主負担分及び本人負担分について、必要な法定福利費を予定価格に反映

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用

・専門工事業団体毎に「標準見積書」を作成し、活用を開始（H25.9～）
・建設業許可部局の立入検査による見積書の活用徹底（H28.6～）
・研修会の開催、簡易版の「見積書の作成手順」の作成等による周知・啓発

○ 請負代金内訳書への法定福利費の内訳明示（H29.7）

・標準約款（公共／民間／下請）を改正し、受注者が作成し発注者に提出する請
負代金内訳書に法定福利費を内訳明示

○ 法定福利費の支払い状況に関する実態調査の実施 （H29.9）

６．法定福利費の確保

○ 国土交通省直轄工事における対策の実施 （H26.8～段階的に実施）

・二次以下の下請企業についても加入企業に限定（H29.4～）
・二次以下の未加入企業についても元請にペナルティを実施（H29.10～）

○ 地方公共団体発注の工事における対策の実施

・加入企業への限定を図ることを入札契約適正化法に基づき要請（H28.6）
・公共標準約款を改正し、下請企業を加入企業に限定する規定を創設（H29.7）

３．公共工事における対策の実施

○ 周知・啓発・相談体制の充実等

・相談窓口の設置、全国社会保険労務士会連合会との連携強化（H28.7～）
・地元の建設業者が参加し、事例共有や行動基準の採択を行う「社会保険加入推
進地域会議」を都道府県単位で開催（H29.7～）

・「適切な保険」についてフローチャート形式で確認できるリーフレットの作成、
周知（H30.1）

７．その他

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、
労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進すること
を申し合わせ

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、
労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進すること
を申し合わせ

○ 工事施工を加入企業に限定する旨の誓約書の活用 （H30.1～）

４．民間発注工事における対策の実施
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社会保険加入状況調査結果について
○ 公共事業労務費調査（平成29年10月調査）における社会保険加入状況調査結果をみると、

・ 企業別の加入率は、雇用保険では98% ［対前年度比+0.5% ］ 、健康保険では98% ［対前年度比
+0.5% ］ 、厚生年金保険では97% ［対前年度比+0.4% ］となっています。

・ 労働者別の加入率は、雇用保険では91% ［対前年度比+7.1% ］ 、健康保険では89% ［対前年度比
+8.3% ］ 、厚生年金保険では86% ［対前年度比+8.3% ］となっています。

企業別

労働者別
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＜厚生年金＞

加入
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雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険

H23.10 75% 60% 58% 57%

H24.10 75% 61% 60% 58%

H25.10 76% 66% 64% 62%

H26.10 79% 72% 69% 67%

H27.10 82% 77% 74% 72%

H28.10 84% 80% 78% 76%

H29.10 91% 89% 86% 85%

雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険

H23.10 94% 86% 86% 84%

H24.10 95% 89% 89% 87%

H25.10 96% 92% 91% 90%

H26.10 96% 94% 94% 93%

H27.10 98% 97% 96% 96%

H28.10 98% 97% 97% 96%

H29.10 98% 98% 97% 97%

労働者別・３保険別加入割合の推移

企業別・３保険別加入割合の推移

※企業別及び労働者別における「未加入」には、関係法
令上社会保険の加入義務のないケースも含んでいる。3
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社会保険加入状況の推移（地方別、元請・下請次数別）

○ 公共事業労務費調査（平成23年10月調査、平成24年10月調査、平成25年10月調査、平成26年10月調査、
平成27年10月調査、平成28年10月調査、平成29年10月調査）における３保険加入状況をみると、全体的に加入
割合は上昇傾向にあり、地方別及び次数別においても加入割合の差が縮まっています。

労働者別企業別
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建設業許可業者の加入率（推計値）

○ 許可処理システムの情報により集計（平成３０年５月３１日現在）
・ 加入率は、雇用保険では9７．０% 、健康保険では9４．７% 、厚生年金保険では９４．５%、

３保険では９３．０％（※）。
※建設業者の一般的な情報については許可処理システムにて管理しており、そのうち社会保険の加入状況の許可処理

システムへの入力率は平成３０年５月３１日現在で約９８％である。このシステムへの入力率を１００％に補正
した場合の加入率を提示。

・ 未加入の建設業者については厚生労働省へ通報。通報後の加入状況については、順次厚生労働省から回
報されている（厚生労働省の指導等により加入に至った場合、加入率は上昇することとなる）。

※円グラフの数値は、平成３０年５月３１日時点の入力状況をもとに算出した推計値
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雇用者数に占める雇用保険被保険者数の割合の比較（製造業／建設業）
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加入率
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出典：総務省「労働力調査」、厚生労働省「雇用保険事業年報」

『雇用保険事業年報』（厚生労働省）における「雇用保険被保険者数」を『労働力調査』（総務省） における「雇
用者数（役員を除く）」で除した割合を、「製造業」と「建設業」で比較した。

※この場合、分母である雇用者数（役員除く）及び分子である雇用保険被保険者数については 、建設業における社会保険等未
加入対策で主に対象としている現場の生産労働者以外（事務員等）も含んでいる

※ 『労働力調査』における「雇用者」と、雇用保険が適用される者は、実際には一致しない

製造業雇用保険被保険者（万人）
製造業雇用者（万人）
製造業雇用者数に占める被保険者数の割合

建設業雇用保険被保険者（万人）
建設業雇用者（万人）
建設業雇用者数に占める被保険者数の割合
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雇用者数に占める厚生年金保険被保険者数の割合の比較（製造業／建設業）
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出典：総務省「労働力調査」、厚生労働省「厚生年金保険業態別規模別適用状況調」

『厚生年金保険業態別規模別適用状況調』（厚生労働省）における「厚生年金保険被保険者数」を『労働力調
査』（総務省） における「雇用者数」で除した割合を、「製造業」と「建設業」で比較した。

※ この場合、分母である雇用者数及び分子である厚生年金保険被保険者数については、建設業における社会保険等未加入対
策で主に対象としている現場の生産労働者以外（事務員等）も含んでいる

※ 『労働力調査』における「雇用者」と、厚生年金保険が適用される者は、実際には一致しない（例えば、厚生年金保険の適用さ
れない、常用労働者が５人未満の事業者に使用される労働者も、分母に含まれる）

※なお、健康保険加入率については、統一的な被保険者数のデータが把握できない

1006

建設業厚生年金保険被保険者（万人）
建設業雇用者（万人）
建設業雇用者数に占める被保険者数の割合
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○建設キャリアアップシステムの活用
・システムの導入により、一人親方も含め技能者の
加入状況等の簡易な把握が可能となることから、
システムの活用方法等について関係者間で検討

・平成30年秋以降、システム活用の取組を試行

○未加入企業の更なる「見える化」
・現場に掲示する施工体系図において未加入企業を
「見える化」

社会保険加入対策の今後の取組の方向性

〇平成２４年度以降、建設業における社会保険加入対策を推進してきた結果、社会保険の加入率
は着実に上昇。

〇一方、未だ社会保険に加入していない企業が存在。引き続き、建設業の持続的な発展に必要な
人材の確保と公平な競争環境の構築に向け、社会保険加入を促進する取組が必要。

〇平成３０年度以降２年間において、以下の方向性に基づき、社会保険加入を徹底・定着させる
取組を集中的に実施。

１．地域における優良な取組事例の共有
○社会保険加入推進地域会議の全国展開
・地域の建設業者が参加し、事例共有や行動基準の
採択を行う「社会保険加入推進地域会議」を全国
展開

・会議に参加した事業者に対し、ステッカー等を配
布し、対外的なＰＲを支援

２．加入対策の更なる合理化・適正化

３．未加入企業への対策の強化

４．法定福利費の確保の取組の強化

○建設業許可業者からの未加入企業の排除
・未加入企業に対し建設業許可・更新を認めない仕
組みとすべく、建設業法改正を検討

○民間工事や地方公共団体工事における対策強化
・民間発注者への周知など誓約書の活用促進と民間
約款の改正（加入企業に限定する規定を創設）の検討

・地方公共団体工事における対策強化の更なる要請

○実態調査を踏まえ、法定福利費を下請まで行き渡
らせるための施策の検討・実施

○立入検査の継続
・標準見積書の活用や法定福利費の支払状況の確認

○社会保険の加入や法定福利費・賃金の支払い状況
について、引き続き実態調査を実施

５．継続的な実態把握

○従業員が４人以下の個人事業所や一人親方など、法令上加入義務のない者への対応策について検討

６．その他

第２回建設業社会保険推進連絡
協議会（平成30年1月15日）資料
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①社会保険加入対策の概要と加入状況等

②未加入企業に対し建設業の許可・更新
を認めない仕組みの検討状況

③法定福利費の確保

④建設業団体や地域における積極的な取組

⑤その他
9



中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会中間とりまとめ（概要）
～「２０１７＋１０」の施策を実現し、担い手確保の取組を強化する～

○ 「建設産業政策２０１７＋１０」において示された施策を具体化し、あわせて働き方改革の動きなど昨今の建設業をめぐる課題に的確に対応
するために講ずべき措置について、計５回にわたり審議。

○ 長時間労働の是正、処遇改善、生産性向上などの分野について、建設業法等の改正も視野に早急に講じるべき施策をとりまとめ。

１．長時間労働の是正

２．処遇改善

※ 今後、民間発注工事における円滑な工事発注や適正な施工の推進、民法改正への対応、建設産業の経営力の向上についてもさらに検討。

（２）施工時期等の平準化の推進
・施工時期等の平準化を公共工事の入札及び契約において公共発注者が取り組むべ
き事項として明確化

・平準化の取組が遅れている地方公共団体に対して、関係省庁と連携して、より実効
性をもって取組を促すことができる制度の創設

（１）受発注者双方による適正な工期設定の推進
①適正な工期設定に関する考え方（基準）の明確化

・中央建設業審議会において「工期に関する基準」を作成し、実施を勧告
②受注者による工期ダンピングの禁止

・受注者が工程の細目を明らかにした「工期」の見積もり
③不当に短い工期による請負契約の禁止と違反した場合の注文者への

勧告制度

（２）社会保険加入対策の一層の強化
①社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可・更新を認めない仕

組みの構築
②下請代金のうちの労務費相当分の現金払の徹底

（１）技能・経験にふさわしい処遇（給与）の実現
①一定の工事において、注文者が請負人に対して一定の技能レベルを指

定できる制度の創設
②施工体制台帳に記載すべき事項に、作業員名簿（当該建設工事に

従事する者の氏名）を追加
③建設工事を適正に実施するための知識及び技能等の向上

３．生産性向上

４．地域建設業の持続性確保

（４）重層下請構造の改善に向けた環境整備
・専門工事共同施工制度（仮称）のほか、技能者の社員化、施工体制台帳や施工
体系図による下請次数の見える化等、発生要因に応じた様々な施策を総合的に実施

（３）建設工事への工場製品の一層の活用に向けた環境整備
・プレキャストなどの工場製品に起因して建設生産物に不具合が生じた場合において、工場製
品の製造者に対し原因究明、再発防止等を求めるための勧告等ができる仕組みを構築

（２）仕事の効率化や手戻りの防止
・受発注者双方が施工上のリスクに関する事前の情報共有を実施

（１）限られた人材の効率的な活用の促進
①主任技術者配置要件合理化のための専門工事共同施工制度（仮

称）の創設
②元請建設企業の技術者配置要件の合理化

（２）建設業許可制度の見直しによる建設業の持続性確保
①建設業許可基準における経営業務管理責任者の配置要件の見直し
②円滑な事業承継のための建設業許可における事前審査手続の整備

（１）災害時やインフラ老朽化等に的確に対応できる入札制度の
構築

・災害発生時における公共発注者の責務の明確化
（随意契約等の適切な活用、復興係数等の導入、地域要件の適切な設定等）

１０

中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会
基本問題小委員会中間とりまとめ（平成30年6月22日公表）



（２）社会保険加入対策の一層の強化

①社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可・更新を認めない仕組みの構築
下請の建設企業も含め社会保険加入を徹底するため、社会保険に未加入の建設

企業は建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築

②下請代金のうちの労務費相当分の現金払の徹底
下請代金のうち労務費相当分（社会保険料の本人負担分を含む）については、手

形ではなく現金払が徹底されるよう規範を強化

２.処遇改善（社会保険関係）

現状・課題 対応の方向性

○ 約６年間の社会保険未加入対策の効果もあり、社会保険の加入は一定
程度進んでいるが、下位の下請企業になるほど加入率は低く、さらに踏み込
んだ対策が必要。

雇用保険 健康保険 厚生年金 ３保険

H23.10 94% 86% 86% 84%

H24.10 95% 89% 89% 87%

H25.10 96% 92% 91% 90%

H26.10 96% 94% 94% 93%

H27.10 98% 97% 96% 96%

H28.10 98% 97% 97% 96%

H29.10 98% 98% 97% 97%
出典：公共事業労務費調査

企業別・３保険別加入割合の推移

元請：98.2%
１次下請：97.4%
２次下請：94.4%
３次下請：90.5%

＜参考＞現行の許可要件

法定福利費の受取状況

元請

一次下請

二次下請

下請代金のうち
労務費相当分を現金払

技能者

毎月の給与（法定福利費含む）の支払い

適正な賃金水準や社会保険
加入のための原資を確保

※この他以下についても併せて取り組む
・社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを踏まえ、「未加入企業を下請企業に選定しない」「適切な保険に未加入の

作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めない」などの取扱いを更に徹底
・施工体系図における未加入企業の「見える化」などを検討
・法定福利費が下請建設企業まで行き渡っているか継続的なモニタリング調査を実施
・標準請負契約約款等を活用した法定福利費の内訳明示の取組を徹底

53.8 

45.6 

40.0 

29.4 

3.7 

19.7 

17.1 

19.6 

4.9 

7.1 

5.9 

1.9 

1.0 

2.0 

10.3 

12.4 

16.7 

17.6 

32.2 

15.5 

18.1 

25.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

元 請

一次下請

二次下請

三次以降の下請

100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満

20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 わからない

(N=4,709)

(N=51)

(N=420)

(N=1,526)

○ 下位の下請企業ほど、法定福利費を100％受け取れた工事の割合が減少。

○ 下請代金のうちの労務費相当分（社会保険料の本人負担分を含む）の現
金払は約９割となっているが、残りの１割は手形等での支払いとなっている。

１１

中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会
中間とりまとめ（概要） ～抜粋～（平成30年6月22日公表）



未来投資戦略2018―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―（H30.6.15閣議決定）（抄）

第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・

プロジェクト」等
（略）

［４］「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる
（略）

３．中小企業・小規模事業者の生産性革命の更なる強化
（略）

（３）新たに講ずべき具体的施策
（略）

ⅱ）各業種における生産性向上の具体的な取組の促進（縦の軸）
（略）

・中小企業等経営強化法に基づく業種の特性に応じた生産性の向上を強化するため、実施状況
のフォローアップを踏まえ、生産性の低い業種の指針の策定、事業者の計画認定拡大を進めるとと
もに、事業者団体との連携・推進体制づくりを進める。
・以下の業種別施策を含めた業種の特性に応じた生産性向上の取組と、上記ⅰ）の各種施策と
の相乗効果が発揮されるよう、中小企業政策としての横串を刺しながら、関係省庁・業界団体等
の連携体制を強化し、各業種における生産性向上施策の実効性を高める。
－【建設】社会保険加入の徹底や現場技術者の配置要件の合理化、受発注者双方の責務の

明確化等について関係法令の改正を含めた検討を行うとともに、建設キャリアアップシステムの本
年秋の稼働や施工時期の平準化などの取組を推進する。
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①社会保険加入対策の概要と加入状況等

②未加入企業に対し建設業の許可・更新
を認めない仕組みの検討状況

③法定福利費の確保

④建設業団体や地域における積極的な取組

⑤その他
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

○ 建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会に参加する建設業団体に所属する企業を対象に、「法定福利費を内訳明示した見積書の活
用状況」等について、平成26年度からアンケート調査を実施。

○ 平成29年度に実施した調査では、下請企業から注文者への法定福利費を内訳明示した見積書の提出については、ほとんど又は概ね提出し
ているが計約７割で、昨年度から約１３ポイント増加。

○ また、見積書を提出した結果、昨年度から約１ポイント増の約５５％が「内訳明示した法定福利費を含む見積金額全額を支払われる契約
となった」と回答。

＜見積書の提出状況（下請企業への質問）＞

＜標準見積書を提出した結果（下請企業への質問）＞

法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況

16.4

26.5

37.3

[値]

15.3

18.0

20.6

[値]

11.4

11.2

12.4

[値]

18.8

18.3

14.2
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6.4

3.4

2.4

[値]

1.7

2.5

1.0

[値]

0 20 40 60 80 100

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

ほとんどの工事で提出している（８割以上） おおむね提出している（５～８割程度） あまり提出していない（３～５割程度） ほとんど提出していない（１～３割程度）

まったく提出していない（１割未満） 取組自体がよくわからない。 その他

70.8%

( N = 1 24 6 ) ( N = 7 28 ) ( N= 9 41 ) ( N= 9 53 )
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＜調査概要＞

社会保険の加入及び賃金の状況等に関する調査の概要

＜目的＞

平成２９年度が社会保険加入対策の目標年次であることを踏まえ、社会保険の加入や賃金の支
払い状況について実態を把握し、更なる取組を検討するための基礎資料とする。

１．調査対象 建設業許可業者から２８，０００者を無作為に抽出

２．有効回答 ６，８８８者

３．調査手法 ＷＥＢアンケート ※ＷＥＢによる回答が困難な場合は、紙による回答も可

４．調査項目 （１）企業の概要

企業の規模、許可業種、主な次数、主な発注者（公共・民間）、本社所在地
（２）社会保険の加入状況

企業ベースの加入状況、直近の一現場に従事した技能労働者の加入状況
（３）賃金の支払い状況

直近の一現場に従事した技能労働者に支払った賃金額、賃金額改定の有無、改定率
（４）法定福利費の支払い状況等

直近の一現場における見積書の活用状況、
見積額と受取額の差（見積書に内訳明示した法定福利費の何％を受け取ったのか）

※現場については、元・下／次数／公共・民間／規模／地域といった属性も調査

５．調査時期 平成２９年９月末～１１月中旬
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44.1%

43.4%

38.5%

25.6%

5.2%

19.3%

16.6%

23.1%

5.4%

7.6%

5.1%

1.8%

0.7%

2.6%

18.3%

13.9%

19.9%

17.9%

32.3%

16.2%

16.6%

25.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

元 請

一次下請

二次下請

三次以降の下請

100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満 20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 わからない

59.2%

49.1%

43.7%

41.7%

2.8%

20.2%

18.5%

8.3%

4.2%

5.9%

8.3%

2.0%

1.7%

0.0%

5.8%

9.9%

8.4%

16.7%

32.1%

14.5%

21.8%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

元 請

一次下請

二次下請

三次以降の下請

100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満 20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 わからない

実態調査の結果（法定福利費の受取状況）

公共工事

民間発注工事

※下請の回答と比較するため、元請に対する設問の選択肢について、以下のとおり分類してグラフを作成している。
【調査の選択肢】 【分類】
全額受け取った → 100％
一部受け取った → 20％以上～100％未満
全く受け取っていない → 0％以上～20％未満

○ 直近の一現場（公共・民間）において、法定福利費をどの程度受け取ることができたかについて質問。
○ 公共・民間発注工事いずれも、高次の下請企業ほど、法定福利費を全額受け取れた工事の割合が減少。

○ 公共工事では、元請企業は約６割（５９．２％）の工事で法定福利費を全額受け取っている一方、一次以下の下請企業が全
額受け取れた工事は５割を下回っている。

○ 民間発注工事では、公共工事と比べ、法定福利費を全額受け取れた工事の割合が低く、２０％未満しか受け取れなかった工
事の割合が多い。また、三次以下の下請企業が全額受け取れた工事の割合は３割を下回っている。

一部受け取った

一部受け取った

（Ｎ=3,030）

（Ｎ=593）

（Ｎ=119）

（Ｎ=12）

（Ｎ=301）

（Ｎ=39）

（Ｎ=933）

（Ｎ=1,679）
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実態調査の結果（法定福利費の受取状況）

国

都道府県
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100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満 20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 その他、わからない
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12.4%
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100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満 20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 その他、わからない

52.5%

53.7%

37.5%

3.0%

17.3%

18.8%

4.7%

6.3%

2.3%

4.2%

6.8%

6.1%

10.4%

37.7%

15.9%

22.9%
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元 請

一次下請

二次以降の下請

100％以上 80%以上～100％未満 50%以上～80％未満 20%以上～50％未満 0％以上～20％未満 その他、わからない

○ 公共工事の発注者別に法定福利費の受取状況を比較すると、市区町村発注工事において、元請が全額受け取れた工事の
割合が低い傾向となっている。

一部受け取った

一部受け取った

一部受け取った

（Ｎ=369）

（Ｎ=153）

（Ｎ=38）

（Ｎ=1,106）

（Ｎ=226）

（Ｎ=45）

（Ｎ=1,555）

（Ｎ=214）

（Ｎ=48）
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【条文】（例：公共工事標準請負契約約款） ※赤字部分を新設

（請負代金内訳書及び工程表）
第3条（Ａ) 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
３ 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
注 （Ａ）は、契約の内容に不確定要素の多い契約等に使用する。
第3条（Ｂ) 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければ
ならない。
２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

○ 元請－下請間では、各専門工事業団体が法定福利費を内訳明示した「標準見積書」を作成しており、その活用が進展。

○ 国交省直轄工事では、予定価格の積算において計上した法定福利費の概算額を、入札調書に明記して公表。ただし、
請負代金内訳書の様式及び記載内容において、法定福利費までは明示されていない。

○ 民間発注工事においては、従来、法定福利費の内訳明示について、標準的なルールは設けられていない。

改正の背景

＜見積書の提出状況（下請企業への質問）＞

16.4

26.5

37.3

15.3

18.0

20.6

11.4

11.2

12.4

18.8

18.3

14.2

30.0

20.0

12.0

6.4

3.4

2.4

1.7

2.5

1.0

0 20 40 60 80 100

平成26年

平成27年

平成28年

ほとんどの工事で提出している（８割以上） おおむね提出している（５～８割程度） あまり提出していない（３～５割程度）
ほとんど提出していない（１～３割程度） まったく提出していない（１割未満） 取組自体がよくわからない。

57.9%

（出典）法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況等に関する
アンケート調査（平成28年調査：回答数約3100件）

○ 標準約款（公共／民間／下請）において、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に、法定福利費を内訳と
して明示することを標準化。

改正の内容

○ 社会保険への加入を一層推進していくためには、民間発注工事や地方公共団体発注工事も含め、必要な法定福利費
が契約段階でも確保されることが重要。

【平成29年7月25日中央建設業審議会にて改正・勧告】

請負代金内訳書に法定福利費を明示する取組（標準約款の改正）

18



○明示する法定福利費について
・建設工事の直接的な作業に従事する現場作業員に係る社会保険料の事業主負担分が対象
・対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険

＜法定福利費の計算方法＞

①労務費を算出し、法定福利費を求めるケース
・ 入札や見積書作成の際、直接工事費の積算において労務費を使用

している場合 ⇒当該労務費を使用。
・ 入札や見積書作成の際、直接工事費の積算において労務費を使用

していない場合 ⇒過去の工事実績から平均的な労務費比率を算
出し、これを工事費に乗じて、労務費を算出。

・ 労務費に各保険の保険料率を乗じることで、法定福利費を算出。
法定福利費 ＝ 労務費総額 × 法定保険料率

②労務費の算出が困難なケース
・ 過去の工事実績から平均的な法定福利費の割合を算出し、これを

工事費に乗じて、法定福利費を算出。
法定福利費 ＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

③下請企業から提出された見積書等を活用するケース
・ 下請企業から提出された法定福利費を内訳明示した見積書等を活

用（明示された法定福利費の額を合算）
法定福利費 ＝ （下請Aの法定福利費）＋（下請Bの法定福利費）＋ ･･･

契約締結後に発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示する。

元請企業

下請企業

技能労働者

（活用イメージ）

発注者

（発注者）　殿
（受注者） 住所：

氏名：

工事名 ○○工事
契約年月日
工期

工事区分 工種 種別 ・・・・・ 単価 金額

工事費計 10,000,000

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び
雇用保険の法定の事業主負担額 450,000円）

請負代金内訳書

内訳明示した見積書 請負代金内訳書
法定福利費を
請負金額に反映

請負代金内訳書 法定福利費支払い

必要な保険へ加入

請負代金内訳書の活用

標準見積書（※）や
請負代金内訳書

の活用
※平成25年度より、見積書に法
定福利費を内訳明示する取組
を推進している。

標準約款改正（請負代金内訳書における法定福利費の明示）

国土交通省直轄工事においては、平成２９年１０月１日以降に入札契約手続を
開始する工事から請負代金内訳書に法定福利費を明示することとした。 19



請負代金内訳書に明示される法定福利費の適切な支払いのための取組について
（国土交通省直轄工事における取り組み）

請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）における法定福利費の明示については、「「工事請負契約書の制定につ
いて」等の一部改正について」（平成29年８月25日付け国地契第22号、国北予第８号）等に従い、平成29年10月１
日以降に入札契約手続を開始した工事から実施しているところ。

これに関し、予定価格には社会保険加入の原資となる法定福利費が含まれており、適切な法定福利費を確保する
観点から、内訳書の記載に法的拘束力がないことに留意しつつ、発注者としても、次のとおり取り組むことと
した。（「請負代金内訳書に明示される法定福利費の適切な支払いのための取組について」（平成30年5月31日
付け国地契第5号））。

１．背景

① 請負代金内訳書提出前：内訳書に明示された法定福利費が適正金額と乖離することを防ぐため、全工事
を対象に、契約相手に対して紙等を配布し、下記事項に注意するよう事前に周
知徹底を行う。

② 請負代金内訳書提出後：法定福利費の割合が著しく低い場合（５０％以下を目安）に、事業者に対して
記載の確認を行う。

２．具体的な取組

（周知内容）
・計算間違いや桁のずれ等、数値的・機械的に誤っていないこと。
・法定福利費の算出に当たって、国交省作成のマニュアルに準拠する等、適切な方法で行っていること。
・下請契約を締結する工事（締結することが見込まれる工事を含む。）においては、当該下請業者分の法定福利費
を含めていること。

（確認内容）
法定福利費の割合が50％以下であることを明示的に伝達し、事前周知の内容につき誤りがないか確認。

20



請負代金内訳書に法定福利費を明示する取組（都道府県）

請負代金内訳書に法定福利費を明示する取組について

都道府県独自の取組の例

〇 立入検査の際に各業者に対して、法定福利費の内訳明示の指導を行っている。

〇 施工体制台帳に、各下請契約ごとに契約金額及び法定福利費の額を記載することとしている。

〇 国土交通省直轄工事と同様に、入札結果の公表時に当該工事の予定価格に含まれる法定福利費の

概算額を明示している。

規定を導入している団体 規定を導入していない団体

１４団体 ３３団体

元請に提出させ、
承認している

契約締結後
一定期間以内に

元請に提出
させている

発注者が
必要と認める場合に

元請に提出させている

導入を予定
している

導入を
予定しているが

時期は未定

導入する
予定はない

３団体 ８団体 ３団体 ４団体 １０団体 １９団体

平成30年度上期ブロック監理課長等会議事前アンケート（平成30年5月実施）より

○ 平成29年７月の公共工事標準請負契約約款の改正を踏まえて契約書を改正し、請負代金内
訳書に法定福利費を明示する規定を導入している都道府県は14団体（約30%）に留まる。

○ 規定を導入していない団体のうち、19団体は導入する予定がないと回答。

21



積算における法定福利費の計上状況

国交省の積算基準を適用し
ており、計上している

独自の積算基準を活用してお
り、現場管理費率に含み計上

している

独自の積算基準を活用してお
り、現場管理費以外の項目に

含み計上している
計上していない

H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31

国 １７ ０ ０ １

都道府県 ４７ ０ ０ ０

市区町村 １７１７ １０ ０ １４

① 積算における法定福利費（事業主負担分）の計上状況

② 積算における法定福利費（本人負担分）の計上状況

（出典）入札契約適正化法に基づく実態調査(H29.3.31時点）
※市区町村には政令市を含む

国交省の公共工事設定労務
単価を適用しており、計上

している

独自の設計労務単価を適用し
ており、計上している

計上していない

H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31

国 １７ ０ １

都道府県 ４７ ０ ０

市区町村 １７０８ ８ ２５

○ 国土交通省で昨年７月、標準約款（公共／民間／下請）を改正し、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書
に法定福利費を内訳として明示することを標準化。

○ 国・都道府県・市区町村ともに、概ね国土交通省の積算基準等を適用し、法定福利費を積算に適切に計上している。

22



①社会保険加入対策の概要と加入状況等

②未加入企業に対し建設業の許可・更新
を認めない仕組みの検討状況

③法定福利費の確保

④建設業団体や地域における積極的な取組

⑤その他
23



○ （一社）日本型枠工事業協会では、クラウド上で法定福利費を内訳明示した見積書を作成することができるソフトウェアを

開発し、企業へ提供を行っている（※）。

○ ソフトウェアの活用により、必要な法定福利費を確保するための見積書の適切な作成が可能となるほか、見積書作成に

要する事務手間の軽減や作業時間の短縮がなされることで生産性の向上等にも寄与。

法定福利費を内訳明示した標準見積書作成ソフトウェアの開発（日本型枠工事業協会）

・地域や手取り賃金などを選択・入力すること

により、見積書作成に用いる適切な単価（本

人負担分を含む日額賃金）を自動算出

・更に、工事の数量や歩掛を入力することに

より、法定福利費を自動算出

＜操作イメージ＞

※非会員企業への提供も行っている。

＜ソフトウェア活用による主なメリット＞

○見積書の適切な作成

○見積書の作成事務の効率化

・作成した見積書を保存し、他の工事における

見積書作成に活用が可能

・社内で見積書を共有可能（最終更新者も確認

可能）

・タブレット型端末からも、見積書の作成や内容

の確認が可能

○セキュリティの向上
・見積書はクラウド上に保存されるため、セキュ

リティも向上

見積書一覧（過去の見積書を活用可能）

完成画面
※実際には上記以外の操作画面あり

マイページ

単価算出（本人負担分を含む日額賃金の算出）

労務費計算

見積書完成

地域、保険料率設定年月、日額手取り賃金、

平均労務日数などを選択・入力（赤囲い部分）

本人負担分を含む日額賃金を算出

（青囲い部分）

数量や歩掛を入力（赤囲い部分）

※人件費は既に計算済み（青囲い部分）
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法定福利費の確保に関する都道府県の取組事例

施工体制台帳への法定福利費の記載
（福島県における取組）

福島県発注工事における社会保険加入対策として、２

次下請以下も含め加入企業に限定する、元請企業に対

し法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出を

求めるといった取組に加えて、施工体制台帳に、各下請

契約毎に契約金額及び法定福利費の額を記載させるこ

ととしている。（平成３０年４月～）

予定価格に含まれる
法定福利費概算額の明示

（千葉県における取組）

千葉県発注工事において、国土交通省直轄工事と同様

に、入札結果の公表時に当該工事の予定価格に含まれ

る法定福利費の概算額を明示している。（平成３０年４月

～）
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社会保険加入推進地域会議の全国展開

ブロック 開催地 開催日

北海道 北海道（札幌市） 平成３０年 ２月２０日（火）

東北 宮城県（仙台市） 平成３０年 ２月 ５日（月）

関東 埼玉県（さいたま市） 平成２９年１１月２０日（月）

北陸 ― ―

中部 愛知県（名古屋市） 平成２９年 ７月２０日（木）

近畿 大阪府（大阪市） 平成３０年 ２月１４日（水）

中国 広島県（広島市） 平成３０年 ２月２６日（月）

四国 香川県（高松市） 平成３０年 ３月 １日（木）

九州 福岡県（福岡市） 平成３０年 ２月１５日（木）

沖縄 沖縄県（那覇市） 平成３０年 ３月２７日（火）

〇 平成２９年度より、地元の建設業者が参加し、社会保険加入に関する事例共有や社会保険
加入を進めるにあたって守るべき行動基準の採択を行う「社会保険加入推進地域会議」を都道
府県単位で開催する取組を実施。

○ 平成３０年度以降２年間において、関係自治体や建設業関係団体と連携して、「社会保険加
入推進地域会議」を全国展開させる。

【平成２９年度の開催状況】
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社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準

社会保険加入に積極的に取り組む企業へのＰＲ支援

〇 都道府県毎に開催している「社会保険加入推進地域会議」において、取組事例を紹介した企
業や社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準を採択した企業など、地域に根ざして
社会保険加入に関して優良な取組を実施している企業が存在。

〇 これらの企業がその取組を対外的にＰＲできるようなステッカー等を作成することにより、地域
において社会保険加入対策に積極的に取り組む企業を支援。

△△株式会社

代表取締役

○○ ○○

〒000-000 東京都千代田区××-×
××オフィスビル２階

TEL 03-0000-0000
FAX 03-0000-0000

１．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

２．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
３．社会保険加入促進宣言企業として、
社会保険に適正に加入する企業を協
力会社とし、協力会社に対し、法定福利費を
適切に見込んだ請負金額で契約する。
４．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○○株式会社
企業理念

▲ 企業パンフレット、名刺等に印字

▲ 事務所内外にステッカーやポスターを掲示

▲ 地元企業による自社での取組事例の紹介

▼ 行動基準の採択

積
極
的
に
取
り
組
む
企
業
に
対
し
て

（イメージ）

１．工事を受注する際には施行に携わる作業員に係る法
定福利費を適切に考慮し、ダンピング受注をしないこと

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な
保険に加入していることを確認すること

３．・・・（略）・・・

１．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切
に積算して法定福利費を内訳明示した見積書を提出
し、ダンピング受注をしないこと

２．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分
し、雇用する社員については、法令に従って必要な保
険に加入させること

３．・・・（略）・・・

元請企業

下請企業

社会保険加入に積極的に取り組んでいることを対外的にＰＲできるよ
う、ステッカー、ポスター、データフォーマットを提供
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ステッカー・ポスター等のデザイン

【ポスター】

※行動基準採択企業（事例紹介企業を除く）向けを想定

※ポスター下部のクレジットは、各地整等バージョンを作成

【電子フォーマット】

※事例紹介した企業向けを想定

各企業において、名刺や企業
パンフレットなどに活用可能

【ステッカー（特別版）】

【ステッカー（通常版）】
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大阪府建設業社会保険加入推進地域会議（平成30年2月14日開催）

○建設業における社会保険加入対策の徹底を図るとともに、より地域に根ざした取組としていくため、各地域で小規模事業者ま
で含めた社会保険加入の運動を定着させていくことが必要。

○平成29年度より、地域におけるきめ細かな取組を推進するため、府県毎に社会保険の加入を推進する会議を開催することと
しており、今般、大阪府において大阪府建設業社会保険加入推進地域会議を開催。

○会議においては、建設業者から自社での取組事例を紹介したほか、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」
を採択。

○行動基準を遵守する企業を「社会保険加入促進宣言企業」として近畿地方整備局のホームページに公表。
（2月19日より募集）

＜建設業者から社会保険加入について自社での取組を紹介＞

○行動基準は賛成多数により採択

【開催日】平成３０年２月１４日

【主催】大阪府、（一社）大阪建設業協会、（一社）日本建設業連合会関西支部、建設産業専門
団体近畿地区連合会、 （一社）大阪府中小建設業協会、近畿地方整備局
【参加者】４５団体、５８名

＜会議の模様＞

29
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大阪府建設業社会保険加入推進地域会議

６．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定

福利費を内訳明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと

７．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、雇用する社

員については、法令に従って必要な保険に加入させること

８．（再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められ

る適切な保険に加入していることを確認すること

９．（再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる

適切な保険に加入させることを求めること

10．（再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関す

る正しい知識の普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行

うこと

11．（再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示し

た見積書の活用を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約

すること

１．工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費

を適切に考慮し、ダンピング受注をしないこと

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に

加入していることを確認すること

３．施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求め

られる適切な保険に加入させることを求め、作業員が適切な保険

に加入していることを確認すること

４．下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普

及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと

５．下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を

促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること

当社は、「大阪府建設業社会保険加入推進地域会議」において採

択された『社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準』

を遵守することを宣言します。

平成 年 月 日

社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準

会 社 名

代 表 者

所 在 地

＜送付先・問い合わせ先＞

大阪府建設業社会保険加入推進地域会議 事務局（近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課）

FAX 06-6942-3913 ／ TEL 06-6942-1141【代表】
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大阪府建設業社会保険加入推進地域会議

主 催 者

担い手の確保に向けた環境整備の一環としての技能労働者の処遇向上、そして、公平な競争環境の整備を目的に、平
成24年度以来、建設業界と行政とが一体となって社会保険加入対策に取り組んできました。

５年が経過し、加入率の上昇という形で、その効果も着実に現れています。

この取組の徹底を図るとともに、より地域に根ざした形で、地域レベルで理解を広げ、取組の定着及び更なる加入促
進に繋げることを目的として、本会議を開催するものとなっています。

社会保険の加入に積極的に取り組む企業にお集まりいただき、

①社会保険加入対策の取組を行っている建設企業の発表

②社会保険の加入に向けて企業が守るべき『行動基準』の採択

を行います。

これにより、一定の適正な受注環境のもとで営業活動が行われること、そして、技能労働者の処遇の向上、さらに

は、担い手の確保に繋がることが期待されます。

※『行動基準』採択後、行動基準を遵守する企業を「社会保険加入促進宣言企業」として募集し、

近畿地方整備局のHP等で宣言企業リストの形で公表させていただくことを予定しています。

○大阪府内に拠点を置く建設業者

○大阪府内での施工実績を有する建設業者

目 的

主な内容

参加対象者

大阪府
大阪

建設業協会
日建連

関西支部
近畿建専連

近畿
地方整備局

【事務局】 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 （TEL 06-6942-1141 ／ FAX 06-6942-3913）

※法人・個人は問いません。
※建設業関係団体への加盟・非加盟も
問いません。

大阪府
中小建設業協会
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社会保険加入促進宣言企業（近畿地整HP）
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和歌山県建設業社会保険加入推進地域会議
目 的

建設業における技能労働者の処遇の向上及び公平な競争環境の構築を目的に、これまで建設業界と行政が一体となっ
て進めてきた社会保険加入対策について、平成24年度の取組開始から5年以上が経過し、着実に効果が現れてきていると
ころです。

この取組の徹底を図るとともに、より地域に根ざした形で、地域において活躍する建設企業に理解を広げ、取組の定
着及び更なる加入促進に繋げることを目的として、本会議を開催するものです。
内 容

○建設企業による社会保険加入対策の取組事例の紹介
○社会保険の加入に向けて建設企業が守るべき行動基準の採択
※『行動基準』採択後、行動基準を遵守する企業を「社会保険加入促進宣言企業」として募

集し、近畿地方整備局のＨＰ等で宣言企業リストの形で公表させていただくことを予定しています。

対象者
○和歌山県内に拠点を置く建設企業
○和歌山県内での施工実績を有する建設企業
※法人・個人は問いません。また、建設業関係団体への加盟の有無も問いません。

本取組の趣旨にご賛同いただける建設企業の皆様におかれましては、是非ご参加ください。
日 時
《和歌山会場》平成３０年９月２１日（金）１７：３０～１８：００

※先に開催される独占禁止法に関する研修会の終了後に開始します。
《田辺会場》平成３０年９月２７日（木）１７：３０～１８：００

※先に開催される独占禁止法に関する研修会の終了後に開始します。
場 所
《和歌山会場》和歌山県民文化会館 大ホール（和歌山市小松原通り一丁目１番地）
《田辺会場》紀南文化会館 小ホール（田辺市新屋敷町１番地）
事前申込制
（別紙「参加申込書」により、平成３０年９月７日(金)までにＦＡＸにて申込み）
主催者 和歌山県、（一社）和歌山県建設業協会、建設産業専門団体近畿地区連合会、

（一社）日本建設業連合会関西支部、（一社）和歌山県営繕協会、近畿地方整備局



下請企業を含めた社会保険加入企業への限定（入札契約適正化法等に基づく実施状況調査結果）

○ 当該調査では、各公共発注者が公共工事を発注する際、受注企業等を社会保険等加入業者に限定する取組の実施状況
及び社会保険等未加入業者への対応策を調査。

○ 都道府県では、概ね、元請企業及び一次下請企業について一定の対策を講じているものの、市町村では、一部の団体
に留まっている状況。

実施済（定期の競争参加資格審査等で確認） 未実施

H29.3.31 H28.3.31 H29.3.31 H28.3.31

国 １８ １７ １ ２

都道府県 ４６ ４５ １ ２

市区町村 １０８９ ８４０ ６５２ ９０１

全ての工事で、1次下請業者ま
で加入企業に限定

一定金額以上の工事で、1次下
請業者まで加入企業に限定

全ての工事で、２次下請業者
以降も加入企業に限定

一定金額以上の工事で、２次下
請業者以降も加入企業に限定

対策未実施

H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31

国 ８（←６） ３（←３） ０（←０） １（←０） ７

都道府県 １７（←８） ５（←１０） ３（←１） ０（←０） ２２

市区町村 ２８０（←１１３） １００（←５５） ８９（←３４） ２７（←６） １２４５

① 公共工事の元請企業を社会保険等加入業者に限定する取組

② 公共工事の下請企業を社会保険等加入業者に限定する取組

（出典）入札契約適正化法に基づく実態調査(H29.3.31時点）
※市区町村には政令市を含む

元請企業に対し
加入指導

許可行政庁へ
通報

社保担当部局
へ通報

指導・通報体
制なし

H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31

国 １２ １０ ２ ６

都道府県 ３８ ３０ １８ ２

市区町村 ９４８ ６９ ４０ ７４３

元請企業に対し
加入指導

許可行政庁へ
通報

社保担当部局
へ通報

指導・通報体
制なし

H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31 H29.3.31

国 １０ ８ ２ ６

都道府県 ２５ ２３ １５ ９

市区町村 ８８５ ５５ ３５ ８０２

③ 社会保険等未加入業者への対応（１次下請業者）※複数回答 ④社会保険等未加入業者への対応（２次下請業者以降）※複数回答

※設問が前年度と異なるため、前年度結果を参考値として（）に記載
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下請企業を含めた社会保険加入企業への限定（都道府県の取組状況）

規定を導入している団体 規定を導入していない団体

３５団体 １２団体

二次下請以降も含めて
加入企業に限定

一次下請のみ
加入企業に限定

導入を予定
している

導入を
予定しているが

時期は未定

導入する
予定はない

１７団体 １８団体 ５団体 ５団体 ２団体

元請企業に対する違約罰の設定状況

二次以降も
含め設定

一次のみ
設定

設定
していない

設定
している

設定
していない

４団体 ２団体 １１団体 ６団体 １２団体

下請企業を社会保険の加入企業に限定する取組について

都道府県独自の取組の例

○ 工事の入札公告時に、「社会保険等未加入対策チラシ」を掲載し取組の周知を図っている。
〇 建設業協会との意見交換会、建設業者向け説明会において、経営事項審査の説明に併せて社会保険

の未加入対策についても説明を行っている。

平成30年度上期ブロック監理課長等会議事前アンケートによる
（平成30年5月実施） 35
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①社会保険加入対策の概要と加入状況等

②未加入企業に対し建設業の許可・更新
を認めない仕組みの検討状況

③法定福利費の確保

④建設業団体や地域における積極的な取組

⑤その他
36



建設業許可業者における社会保険加入状況の「見える化」

検索条件を入力してクリック

国土交通大臣許可 第123456号

国土 太郎

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3

03-5253-8111

国土交通建設（株）

○ 現在のところ、大臣許可業者の加入状況を国土交通省ＨＰに掲載。
○ 知事許可業者の加入状況は、許可処理システムへの入力状況や厚生労働省への通報案件の回報状況等を

踏まえ、 掲載時期を検討。
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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

所属する事業所

就労形態 雇用保険
医療保険

（いずれか加入）
年金保険事業所の

形態
常用労働者

の数

法 人

１人～
常用

労働者
雇用保険※２

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

－ 役員等 －

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

個 人
事業主

５人～
常用

労働者
雇用保険※２

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

１人～４人
常用

労働者
雇用保険※２

・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

－
事業主、
一人親方

－
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

：事業主に従業員を加入させる義務があるもの ：個人の責任において加入するもの

※１ 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
（この場合は、協会けんぽに加入し直す必要は無い。）
適用除外承認による国民健康保険組合への加入手続については日本年金機構のホームページを参照。
（http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.files/0703.pdf）

※２ 週所定労働時間が２０時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。

「下請指導ガイドライン」における

「適切な保険」の範囲

３保険

医療保険及び年金保険

３保険

雇用保険
（医療保険と年金保険については個人で
加入）

（医療保険と年金保険については個人で
加入）※３

※３ 但し、一人親方は請負としての働き方をして
いる場合に限る（詳しくは、一人親方「社会
保険加入にあたっての判断事例集」参照）
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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の周知徹底

〇 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」により加入指導等の対象としている「適切な保険」の範囲については、一
昨年１２月に注意点に関する事務連絡を発出、昨年４月には注意喚起の文書を国交省ＨＰにて公表するなど、これまでも周
知徹底に努めてきたところ。

〇 一層の周知徹底を図るため、本年１月、全国社会保険労務士会連合会とも連携し、加入すべき社会保険をフローチャート

形式で確認できるリーフレットを作成し、社会保険の加入状況の確認及び加入指導に活用。

・フローチャートの活用により、個々の労働者の事業所の形態や年齢に応じた加入すべき社会保険の確認が可能。

事業主に従業員を加入させる義務があるもの 個人で加入するもの
＝ガイドラインにおける「適切な保険」の範囲

※１ 週の労働時間が２０時間以上で、１ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は雇用保険への加入が必要です。
※２ 健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入することが可能であり、ガイドライン上も適切な

保険として扱われます。

株式会社 常用労働者 常用労働者 代表です 株式会社／有限会社　等
有限会社　等 ５人以上 ５人未満

７０歳以上

保険の種類

７０歳以上７０歳未満 ７０歳未満

実態も事業主として

の「請負」です。

一人親方です 個人事業所の 法人事業所の役員等です

私は「労働者」です
（法人又は個人事業所に雇用されている方）

「常用的雇用」です 日雇いです

実態は「労働者」です

Ａ ＣＢ

雇用保険

協会けんぽ
健康保険組合

国民健康保険組合（建設国保等）※

適用除外

雇用保険

医療保険

（健康保険）

年金保険

（雇用保険）

個人事業所

６０歳未満 ６０歳以上

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

国民健康保険
国民健康保険組合（建設国保等）

厚生年金

日雇雇用保険

国民健康保険
又は

日雇特例被保険者

私は「使用者」です
（一人親方、個人事業主、法人事業主（役員等）の方）

６０歳未満 ６０歳以上 ６０歳未満 ６０歳以上

国民年金 適用除外

アルバイト・
短期間雇用です

法人事業所

ＪＩ

適用除外

国民年金 適用除外

国民健康保険
国民健康保険組合（建設国保等）

協会けんぽ
健康保険組合

国民健康保険組合（建設国保等）※

厚生年金 適用除外国民年金 適用除外

YES

NO

「適切な保険」を確認するためのフローチャートの活用

※建設業関係団体に対し活用を呼びかける事務連絡を発出 （平成30年1月26日付）

※１

２ ２

【イメージ】
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○ 平成３１年度より「本運用」が開始予定の建設キャリアアップシステムでは、システムに登録した技能者・事業
者の社会保険加入状況について、簡易な確認が可能となる。

〇 また、システムに登録された社会保険加入状況に関する情報を反映させた作業員名簿の出力も可能。
〇 建設キャリアアップシステムの導入を社会保険加入対策の合理化・適正化に繋げていくため、現場作業員の

社会保険加入状況の確認など、建設キャリアアップシステムの具体的な活用方法等について検討を実施。
※システムの閲覧・出力機能に関する開発状況を踏まえつつ、検討開始予定

建設キャリアアップシステムを活用した社会保険加入対策の検討

１．建設キャリアアップシステムの機能の確認

〇システムに登録される情報
・登録される情報の種類・内容はどのようなものか
・情報の真正性や時点はどうなっているのか

〇閲覧・出力できる情報
・誰が、どのような内容を閲覧・出力できるのか
・どのような形式で閲覧・出力できるのか

〇従業員が４人以下の個人事業所や一人親方など、法令上加入義務
のない者への対応策に関して、システムが活用できないか検討

＜主な検討内容（イメージ）＞

下請企業の選定 現場に入場する技能者への対応

・建設キャリアアップシステムの機能を確認・共有
（システムでどこまでできるのか）

・システムで必ずしも対応できない部分について、
どのように補完するのかについて検討
（例）
・システムに登録していない事業者や技能者の扱い
・社会保険加入状況を証明する書類の提出がなかった

場合の扱い など

〇シチュエーションや対象に応じた具体的な活用方法を検討

〇システムの機能面も含めた将来的な課題の整理

→ システムのどの画面を確認すればよいか
→ 確認にあたり留意すべき点は何か
→ 具体的な確認や指導の手順 など

〇システム活用方法等の関係者への周知

〇システムが導入された現場での加入対策の試行

２．建設キャリアアップシステムの具体的な活用方法

３．その他
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